
遠賀霊園墓所使用（手続き）の流れ

１．遠賀霊園使用許可申請

①使用許可申請

＜許可証交付＞

２．墓石建立

＜土地の一時利用＞ ＜工事の施工＞ ＜検収＞

①一時利用申請 → →

→ ②着工届 → ③完成届 → 町担当による検収

３．埋葬（改葬）許可 ４．住所等変更 ５．使用許可証再交付 ６．承継使用（名義変更）

①埋葬 ①住所（本籍）変更 ①許可証再交付 ①承継使用

②改葬 → ②氏名の変更 → →

③親族外埋葬 → → →

④遺髪等の埋葬

７．墓所返還

＜検収＞

①墓所返還申請 →

→ 町担当による検収

→

→

永代使用料・管理
料の納付

→

→

→

→

永代使用料・管理
料の納付書を送付


